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【別表第 2】 講師謝礼金支払上限額 

区分 金額（時給） 

県外 

職業的講師、大学教授、自治体の特別職、医師、弁護士 10,000円 

大学准教授、国・自治体の管理職（校長・教頭を含む。）、 

企業・団体の役員 
8,000円 

その他の大学の職員 7,000円 

国の補佐・専門官、その他 5,000円 

県内 

職業的講師 10,000円 

大学教授、自治体の特別職、医師、弁護士 5,000円 

大学准教授、国・自治体の管理職（校長・教頭を含む。）、 

企業・団体の役員 
4,000円 

その他の大学の職員 3,500円 

その他 3,000円 

【備考】 

・上記により難い場合及び「職業的講師」の場合は、事前に那覇市と調整することとし、執行にあたっては、那覇市の承

認を得ること。 

 

【別表第 3】 

宿泊料金上限表（国内） 

 国 内 上限額 

甲地方 
東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、札幌

市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市 
10,900円 

乙地方 それ以外 9,800円 

 

【別表第 4】 

宿泊料金上限表（海外） 

 海 外 上限額 

指定都市 

シンガポール／ロスアンゼルス／ニューヨーク／サンフランシスコ／ワシントン／ジ

ュネーブ／ロンドン／モスクワ／パリ／アブダビ（ア首連）／ジッタ（サウジアラ

ビア）／クウェート／リアド（サウジアラビア）／アビジャン（コートジボワー

ル） 

19,300 円 

丙地方 北アメリカ／ハワイ／グアム／（西）ヨーロッパ／中近東地域 16,100 円 

丁地方 それ以外 12,900 円 

戊地方 中国／インド／メキシコ／南米／アフリカ 11,600 円 

 


